第１号様式
会計年度任用職員申込書
【　　　　年　　月　　日】
	職　　名
	
	
	整理番号
	※ 人事担当者記入欄


	
	
	
	
	

	フリガナ
	
	※ 過去に職員番号が付与されていた場合、
その番号を記入

	氏　　名
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生年月日
	　　　年　　　月　　　日
（　　　歳）
	電話番号
	　　　（　　　　）　

	
	
	ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	

	住　　所
	ﾌﾘｶﾞﾅ　写真
（3×4cm）


	
	〒　　　－


	〔学歴・職歴〕
	年
	月
	学歴・職歴

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	□
	※ 過去に東京都において任用された実績がある場合、左の□にチェックを入れてください。
チェックを入れた場合、上記〔学歴・職歴〕欄に当該実績をできるだけ詳細に記入してください。
例：勤務形態（常勤職員、会計年度任用職員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員等）、職名、所属等

	〔資格・免許〕
	年
	月
	資格・免許
	〔パソコンスキル〕
・Word（ 仕事で頻繁に使用・使える程度・使ったことがない ）
・Excel（ 仕事で頻繁に使用・使える程度・使ったことがない ）
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〔活用したい能力・経験等〕


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	〔志望動機〕


	〔東京都における他の職の申込及び在職状況〕
□　他の職に現に在職しておらず、当該職のみ申込み
□　他の職と併願する、又は他の職に現に在職し当該職にも申込み
　他の職の職名、業務内容、任期、勤務時間等
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　東京都再任用職員と併願（東京都を退職した者のみ）
	〔特記事項・自由意見〕




	〔欠格事由に関する申告〕
□　以下の地方公務員法第16条に定める採用に関する欠格事由等全てに該当しない場合は、左の□にチェックを入れてください。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
・民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者

	〔日本国籍の有無・在留資格・在留期間〕
□　外国人（出入国管理及び難民認定法第２条第１項「日本の国籍を有しない者」）の場合は、左の□にチェックを入れてください。また、以下に在留資格及び在留期間を記入してください。
・在留資格（　　　　　　　　　　　）　・在留期間（　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日）

	〔備考〕※ 人事担当者記入欄





別紙

会計年度任用職員　勤務希望等調査書

　任用に当たっての参考にします。希望調査であり、希望どおりにならない場合があります。

	氏　名
	



【希望する勤務場所】
希望する全ての勤務場所に✓をしてください。また、水再生センターなどを希望する場合は、当該施設の属する部所を✓してください。
参考：東京都局ホームページ　水再生センター一覧
	☐  特段の希望なし
☐　都庁第二本庁舎（新宿区）
☐　流域下水道本部（立川市、府中市、国立市、昭島市、清瀬市）
☐　中部下水道事務所（千代田区、中央区、港区）
☐　北部下水道事務所（台東区、荒川区）
☐　東部第一下水道事務所（江東区、墨田区）
☐　東部第二下水道事務所（葛飾区、足立区、江戸川区）
☐　西部第一下水道事務所（中野区、新宿区）
☐　西部第二下水道事務所（北区、足立区、板橋区）
☐　南部下水道事務所（大田区）
☐　森ヶ崎水再生センター（大田区）
☐　第一基幹施設再構築事務所（台東区）
☐　第二基幹施設再構築事務所（港区、新宿区）


【希望する職務分野】
　希望する全ての職務分野に✓をしてください。
	☐ 事務系　☐ 土木系　☐ 建築系　☐ 設備（電気・機械）系　☐ 環境検査系


【希望する職】
　希望する全ての職に✓をしてください。各職の職務内容は、募集条件一覧をご確認ください。
	＜アシスタント職＞
☐  下水道局アシスタント職員（一般業務）
＜専門職＞
☐　下水道台帳閲覧等相談員　　　　　☐　水再生センター水質分析技術業務員
☐　下水道工事調整業務員　　　　　　☐　健康アドバイザー
☐　下水道管きょ設計業務員　　　　　☐　お客さまサービス課サービス業務員
☐　下水道工事変更業務員　　　　　　☐　下水道工事損害補償業務員
☐　設備技術指導業務員　　　　　　　☐　水質規制技術指導業務員
☐　人材育成指導業務員　　　　　　　☐　管路維持管理調整業務員
☐　建築技術指導業務員　　　　　　　☐　流域下水道技術指導業務員
☐　庶務事務補助業務員　　　　　　　☐　経理事務指導業務員
☐　設備工事指導業務員　　　　　　　☐　水質管理技術指導業務員
☐　業務事務指導業務員　　　　　　　☐　下水道施設設計業務員
☐　水質検査指導業務員　　　　　　　☐　流域下水道運行管理等業務員　　　　　
☐　施設整備技術指導業務員　　　　　☐　秘書事務専門員
☐　資産運用事務補助業務員




【応募要件】（申込みに際し必須のもの）
該当する全ての項目に✓をしてください。
	☐　日本国籍を有すること

	☐　地方公務員法第16条等の欠格事由（下記）のいずれにも該当しないこと
　　・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　・東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　　・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し
刑に処せられた者
　　・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
　　・民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者



【注意事項】
　以下をご確認ください。ご了承いただけましたら、✓をしてください。
	・登録は先着順ではありません。また、登録完了の連絡はございません。
・専門職に申し込まれた方は、選考の過程で職歴証明書（在籍していた勤務先の証明を
受けた、応募要件に該当する業務に従事した期間がわかるもの。様式任意。）をご提出
いただきますので、予めご準備ください。
・勤務を希望する部・所・センターに対して、必要に応じて提出いただいた書類等の情報を提供します。
・任用は不定期であり、登録されてもすぐに任用されない場合があります。また、必ず
任用されるとは限りません。
・登録期間は１会計年度（４月１日から翌年３月31日まで）です。次年度も登録を希望
する場合は改めて応募する必要があります。



	☐　上記内容を確認し、了承しました。



